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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部となるシート材と、縦方向に略並行に多数のスリットが並行かつ断続的に設けら
れるとともに、隣接するスリットにおいて断続する位置が前記縦方向に異なるように形成
された伸縮部となるシート材とが、前記縦方向と交差する横方向の両側部において接続さ
れて環状をなし、該伸縮部により装着時に前記環状となる周方向の大きさが拡大可能であ
るとともに、
　前記伸縮部が可塑性を有する材質からなり、前記環状となる周方向に拡大された変形状
態を維持することを特徴とするアイキャッチラベル。
【請求項２】
　前記両側部の全長が接続されていることを特徴とする請求項１記載のアイキャッチラベ
ル。
【請求項３】
　前記縦方向の端部のうち、両端部が開放する状態とされるか、または、前記縦方向の端
部のうち、一端部が閉塞する状態とされることを特徴とする請求項１または２記載のアイ
キャッチラベル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各種容器に装着して諸情報を表示するためのアイキャッチラベルに用いて好
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適な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、清涼飲料水や酒類、調味料等の食品、乳液等の化粧品等について、商品のＰＲ
やキャンペーン、くじ、レシピ紹介を行う場合には、店頭陳列時に消費者の注意を喚起し
てその広告効果を高めるために、商品名、特徴、キャッチフレーズ、その他の情報を表示
したアイキャッチラベルを容器等の首部に装着することが頻繁に行われている。
　特に、飲料用のＰＥＴボトル等には、特許文献１に示されるようにＰＥＴボトルの肩部
に、上部に突出するようにラベルを貼り付け、商品の魅力をアピールするようにしたアイ
キャッチラベルが知られている。
　この種のアイキャッチラベルとしては、ラベル基材の裏面の全面に粘着剤を塗布した後
に粘着力が不要な部分についてマスク印刷をすることや、あるいは、最初から粘着力が必
要な部分のみに粘着剤を塗布することにより対象物の容器に貼り付けることが行われるが
、一般的には前者のマスク印刷方式が採用されることが多い。
【０００３】
　また、特許文献２に示すように、ＰＥＴボトル以外の複雑な外形形状を有する容器に装
着するためのアイキャッチラベルも提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－２０８６６７号公報
【特許文献２】特開２００９－０９０９８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１のようなマスク印刷方式の場合には、経時変化等の原因により粘着
部分が復活し商品や他の物品にくっついてしまう、あるいは、ゴミなどが付着してしまう
という問題があった。
　 また、ラベル基材の材質によっては、ラベル自体に剛性が足りない（腰がない）場合
は容器の上部に立設して突出した状態を維持できない場合があり好ましくない、さらに、
ラベルの粘着面積が少なかったり、使用する粘着剤の粘着力が弱かったりするとうまくラ
ベルを貼り付けられず、装着できないという不具合が生じる場合があるという問題があっ
た。
【０００６】
　さらに最近では様々なデザイン形状とされる容器が出現しており、従来よりもその形状
そのものも複雑になっており、このような様々な形状の容器に対応することのできるアイ
キャッチラベルに対する要求が高まっている。また、アイキャッチとなる突出部分を大き
くしたいとの要望から、ラベル基材の材質、粘着面積や強度の選択がますます困難になっ
てきているため、簡単な構造で安価にかつしっかりした装着性を維持しつつ、この問題を
解決したいという要求があった。
【０００７】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので、以下の目的を達成しようとするもので
ある。
１．安定的に装着できるアイキャッチラベルを提供すること。
２．容器形状の違いに対応して装着できるアイキャッチラベルを提供とすること。
３．視認領域を充分確保して視認性の向上を図ること。
４．視認性の向上を図ること。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のアイキャッチラベルは、表示部となるシート材と、縦方向に略並行に多数のス
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リットが並行かつ断続的に設けられるとともに、隣接するスリットにおいて断続する位置
が前記縦方向に異なるように形成された伸縮部となるシート材とが、前記縦方向と交差す
る横方向の両側部において接続されて環状をなし、該伸縮部により装着時に前記環状とな
る周方向の大きさが拡大可能であるとともに、
　前記伸縮部が可塑性を有する材質からなり、前記環状となる周方向に拡大された変形状
態を維持することにより上記課題を解決した。
　本発明において、前記両側部の全長が接続されていることがより好ましい。
　本発明のアイキャッチラベルには、前記縦方向の端部のうち、両端部が開放する状態と
されるか、または、前記縦方向の端部のうち、一端部が閉塞する状態とされることが可能
である。
【０００９】
　本発明のアイキャッチラベルは、表示部となるシート材と、縦方向に略並行に多数のス
リットが並行かつ断続的に設けられるとともに、隣接するスリットにおいて断続する位置
が前記縦方向に異なるように形成された伸縮部となるシート材とが、前記縦方向と交差す
る横方向の両側部において接続されて環状をなし、該伸縮部により容器等への装着時に前
記環状となる周方向の大きさが拡大可能であることにより、伸縮部が変形して例えばＰＥ
Ｔボトル等の容器首部や胴部のいずれにも容易に装着できる。同時に、係止後に伸縮部の
幅寸法が変化する程度に伸縮して変形可能なことで容器形状によりいっそう追従すること
ができる。さらに、必要以上に環状となる周方向寸法が拡大してしまうことを防止して、
アイキャッチラベルが脱落しないように装着状態を維持できる。
【００１０】
　同時に、多数のスリットが断続的に並設されてハニーペーパーやエキスパンドパネルの
ように構成された伸縮部において、装着時にはスリットが開いて、アイキャッチラベルに
おける伸縮部表面または裏面と、スリットを透過して見える容器の表面とが同時に見える
ことになるため、スリットがない場合に比べて見え方を異ならせ、スリットが拡大した網
状である従来無かった視覚的効果を高めて視認性を向上することができる。さらに、スリ
ットの長さ寸法に対して、断続するスリットどうしの間隔寸法、つまり、スリット間で連
続しているシート材部分の寸法を低減した場合には、アイキャッチラベルを取り去る場合
に、連続しているシート材部分を切断するための力を低減することが可能となる。同時に
、装着状態で搬送するために容器を搬送用箱等に収納した場合に、アイキャッチラベルが
容器外方に広がらないで容器に追従することで、搬送用の容積を節約することができる。
　これらにより、多彩な容器形状に対応して装着容易性と装着性と視認性を同時に向上し
、異なる形状の容器に対して全て対応した金型を用意することなく、同一形状のラベルを
適用可能として、視認効果の高いアイキャッチラベルを安価に製造することができる。
【００１１】
　本発明において、前記両側部の全長が接続されていることにより、容器装着時に、伸縮
部が被装着物に対応して変形し、シート材を容器首部に容易に追従させることが可能とな
る。
【００１２】
　本発明のアイキャッチラベルは、前記縦方向の端部のうち、両端部が開放する状態とさ
れるか、または、前記縦方向の端部のうち、一端部が閉塞する状態とされることにより、
両端部が開放する状態とされた場合には、ＰＥＴボトル等の飲料容器やワイン・酒用の容
器あるいは調味料等の食品や洗剤等を収容する容器に対して、その首部を挿入してアイキ
ャッチラベルを装着でき、また、一端部が閉塞する状態とされた場合には、容器に装着す
ること、あるいは、開放端を拡径するように変形させ、自立したアイキャッチとして載置
することなども可能である。また、表示部の縦方向寸法を開放端よりも大きくして伸張さ
せ、この延びた部分を折り返して蓋体とし、内部に商品等を収納することもできる。いず
れの場合にも、伸縮部が幅寸法が変化する程度に伸縮して変形可能なことで容器等の形状
によりいっそう追従することができる。しかも、これらの様々な容器等の形状に容易に対
応することが可能となる。同時に、伸縮部で視認性を向上することが可能となる。
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【００１３】
　また、本発明において、前記伸縮部が可撓性を有する材質からなり、前記環状となる周
方向に収縮する手段か、または、前記伸縮部が可塑性を有する材質からなり、前記環状と
なる周方向に拡大された変形状態を維持する手段を採用することにより、装着する容器外
形に追従するか、または、環状とされた周方向への変形を維持して、用途に応じた視認性
を持たせることが可能となる。
　また、前記伸縮部が、前記縦方向の全長に亘って連続する配置とされるか、または、前
記縦方向の一端部までの途中位置までの配置とされる手段を採用することによって、アイ
キャッチラベルを装着した際に、伸縮部の伸縮状態を縦方向における位置に応じて調節し
、幅寸法の変化を所定の状態に設定することが可能となる、これにより、伸縮部の変形を
容器形状に合わせてアイキャッチラベルの容器に対する追従を制御することが容易となる
。しかも、これらの様々な容器形状に対応可能なように、伸縮部における縦方向への寸法
をあらかじめ、設定することができる。同時に、横方向におけるスリットの配置を調節す
ることにより伸縮部の伸縮度合いによる視認性を調節することが可能となる。
【００１４】
　また、前記伸縮部が、前記シート材の長手方向となる縦方向に設けられることにより、
視認性の高いシート材の長手方向を表示部として供することが容易になる。
【００１５】
　また、前記伸縮部の横方向における幅寸法を前記縦方向位置において縮小させることが
でき、これにより、幅寸法が大きい縦方向端部では環状となる周方向寸法を拡大可能とし
、かつ、幅寸法が小さい縦方向端部側での変形を抑制することが可能となるため、掛止時
における幅寸法が大きい縦方向端部での拡径をおこなうとともに、装着状態における幅寸
法が小さい縦方向端部側での拡径を抑えて係止を確実にすることができる。同時に伸縮部
の拡大度合いを変化させて、幅寸法が小さい縦方向端部側から幅寸法が大きい縦方向端部
側へと減少する伸縮部における幅寸法の変化に従って、順次視認性の変化度合いを変えて
、よりいっそう視認性を向上することができる。
【００１６】
　本発明においては、前記伸縮部での前記幅方向における前記スリットの数が、前記伸縮
部における幅寸法の変化に従って縮小することができる。このように、スリットの数が大
きい縦方向端部側における伸縮部の幅寸法をより一層拡大可能とし、かつ、スリットの数
が小さい縦方向端部側での伸縮部の変形を比較的抑制することが可能となるため、係止を
確実にすることができる。
【００１７】
　本発明においては、前記伸縮部における前記縦方向において断続する前記スリットの長
さが、前記縦方向一端部側から他端部側に向けて縮小することにより、スリット長さ寸法
が大きい縦方向端部側において伸縮部の幅方向変形を大きくすることを可能とし、かつ、
スリット長さ寸法が小さい縦方向端部側での伸縮部の変形を比較的抑制することが可能と
なるため、掛止時におけるスリット長さ寸法が大きい縦方向端部の拡径をおこなうととも
に、装着状態におけるスリット長さ寸法が小さい縦方向端部の拡径を抑えて係止を確実に
することができる。同時に伸縮部の拡大度合いを変化させることで、減少するスリット長
さ寸法の変化に従って、順次視認性の変化度合いを変えて、よりいっそう視認性を向上す
ることができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明のアイキャッチラベルによれば、伸縮部が変形して例えばＰＥＴボトル等とされ
る被装着物の容器首部や胴部に容易に装着できる。同時に、係止後に伸縮部の幅寸法が変
化する程度に伸縮して変形可能なことで容器形状によりいっそう追従することができると
いう効果を奏することができる。これにより、粘着剤を使用せずにアイキャッチラベルを
対象容器に装着できるため、糊止めした粘着剤が経時変化により復活し、商品や他の物品
にくっついてしまったり、ゴミが付着してしまうという問題を防止することができる。
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　また、表示部となるシート材（ラベル）と伸縮部（フィルム）とで環状に形成された間
に装着物（物品）を挟んでアイキャッチラベルを装着するので、アイキャッチラベルの大
きさ、特に、表示部の大きさ(面積)を物品の形状に合わせる必要がなく、充分な視認性を
有してかつ安定して装着できる。
　同時に、装着時にはスリットが開いて、アイキャッチラベルにおける伸縮部表面または
裏面と、スリットを透過して見える容器の表面とが同時に見えることになるため、スリッ
トがない場合に比べて見え方を異ならせ、スリットが拡大した網状である従来無かった視
覚的効果を高めて視認性を向上することができるという効果を奏することができる。
　このように多彩な容器形状に対応して装着容易性と装着性と視認性を同時に向上し、異
なる形状の容器に対して全て対応した金型を用意することなく、全く異なる容器形状に対
応して、視認効果の高いアイキャッチラベルを安価に製造することができるという効果を
奏することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明に係るアイキャッチラベルの第１実施形態を示す斜視図である。
【図２】本発明に係るアイキャッチラベルの第１実施形態を示す背面図である。
【図３】本発明に係るアイキャッチラベルの第１実施形態における伸縮部の伸張状態を示
す斜視図である。
【図４】本発明に係るアイキャッチラベルの第１実施形態における製造方法を示す平面図
である。
【図５】本発明に係るアイキャッチラベルの第１実施形態における製造方法の他の例を示
す平面図である。
【図６】本発明に係るアイキャッチラベルの第１実施形態における装着例を示す平面図で
ある。
【図７】本発明に係るアイキャッチラベルの第１実施形態における装着例を示す平面図で
ある。
【図８】本発明に係るアイキャッチラベルの第１実施形態における装着例を示す正面図で
ある。
【図９】本発明に係るアイキャッチラベルの第１実施形態における装着例を示す正面図で
ある。
【図１０】本発明に係るアイキャッチラベルの第１実施形態における装着例を示す正面図
である。
【図１１】本発明に係るアイキャッチラベルの第１実施形態における装着例を示す正面図
である。
【図１２】本発明に係るアイキャッチラベルの第２実施形態を示す斜視図である。
【図１３】本発明に係るアイキャッチラベルの第２実施形態を示す背面図である。
【図１４】本発明に係るアイキャッチラベルの第２実施形態における他の例を示す斜視図
である。
【図１５】本発明に係るアイキャッチラベルの第３実施形態を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明に係るアイキャッチラベルの第１実施形態を、図面に基づいて説明する。
　図１は、本実施形態におけるアイキャッチラベルを示す斜視図であり、図２は、同アイ
キャッチラベルを示す背面図であり、図３は、同アイキャッチラベルにおける伸縮部の伸
張を示す斜視図であり、図において、符号１０は、アイキャッチラベルである。
【００２１】
　ここで説明するアイキャッチラベル１０は、図１、図２に示すように、商品のＰＲ広告
やキャンペーン等の各種情報を記載して、消費者の注意を喚起しつつ情報提供するための
ものであり、清涼飲料水、酒類や調味料等が充填された容器などに装着される。
【００２２】
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　本実施形態におけるアイキャッチラベル１０は、図１，図２に示すように、１枚のシー
ト材とされる表側の表示部１１と、外表示部の裏面に接続された１枚のシート材とされる
伸縮部１２とを有する。
【００２３】
　本実施形態における表示部１１となるシート材は、紙やフィルム等の可撓性を有する概
略矩形とされている。
　アイキャッチラベル１０は、図１，図２に示すように、表示部（シート材）１１の縦方
向１６が長手方向となるように設定されている。表示部１１の表面は表示領域とされて所
定のパターン・文字等が印刷などにより形成されている。
【００２４】
　本実施形態においては伸縮部１２が、表示部（シート材）１１と略同形の輪郭を有する
シート材とされ、この伸縮部１２となるシート材は、紙やフィルム等の可撓性を有するが
、表示部１１のシート材と同材とされることもでき、これより可撓性のおおきなもの、あ
るいは、塑性変形しやすいもの等、表示部１１のシート材と異なる材質とすることもでき
る。表示部１１と伸縮部１２との材質、厚さ等は、いずれも、アイキャッチラベル１０に
おける視認性や、被装着物の大きさ等によって、それぞれを自由に設定することができる
。
　表示部１１と伸縮部１２との縦方向１６寸法は、横方向（幅方向）１７寸法よりも大き
く示しているが、逆に、表示部１１と伸縮部１２との縦方向１６寸法が、横方向１７寸法
よりも小さく設定することや、これらを等しく設定することもできる。
【００２５】
　表示部（シート材）１１と伸縮部１２とが、その両側部１３ａ，１３ｂにおいて互いに
接続される。両側部１３ａ，１３ｂにおける接続は、後述するように、互いに接着して環
状（筒状）にすることもでき、また、幅方向１７に連続したシート材を表示部１１と伸縮
部１２として用いることもできる。幅方向１７に連続したシート材を用いた場合でも、両
側部１３ａ，１３ｂのうち、いずれか一方を貼着して環状にすることができる。このよう
に、表示部１１と伸縮部１２との両側部１３ａ，１３ｂが接続されることで、表示部１１
と伸縮部１２とが縦方向１６と直交した横方向１７に連続した環状の周囲形状を有する。
両側部１３ａ，１３ｂは、縦方向１６の全長に亘って互いに接続(貼着)されている。
【００２６】
　表示部（シート材）１１と伸縮部１２とは、また、図１に示すように、縦方向１６の両
端である上端部１４と下端部１５とが接続されておらず、開放端となっている。このため
、本実施形態におけるアイキャッチラベル１０は、概略縦方向１６に開いた筒状となって
いる。
【００２７】
　伸縮部１２は、横方向１７においてその両サイドとなる両側部１３ａ，１３ｂが接続部
（貼着部）とされて、これ以外の中央側部分は、主に横方向１７に伸縮変形可能なように
形成されている。具体的には、伸縮部１４にはその横方向１７全幅に、図１，図２に示す
ように、並行で縦方向１６に延在する断続的な多数のスリットＳ，Ｓ…が形成されている
。スリットＳはいずれも上端部１４と下端部１５とに接続されており、伸縮部１２の縦方
向１６の全長に延在するように配置されている。
【００２８】
　伸縮部１４には、断続的なスリットＳ，Ｓがほぼ等しい横方向１７の間隔寸法を持って
形成され、また、図２に示すように、各スリットＳにおける1カ所のスリット穴における
縦方向１６の長さ寸法Ｓａと、スリットＳにおける縦方向１６の断続間隔Ｓｂと、スリッ
トＳにおける横方向１６の幅間隔Ｓｃとは、後述する視認性を向上するために、最適な値
が選択される。また、スリットＳの本数は、間隔Ｓｃによって設定可能であり、これによ
りスリットＳが並行で等間隔に設けられている。
【００２９】
　これらのスリットＳは並行に設けられ、隣接するスリットＳは互いに断続する位置が互
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い違いになるように形成されており、伸縮部（シート材）１２を横方向１７に引張した場
合に、図３に示すように、これらのスリットＳはハニーペーパーのように、いずれも広が
るように変形可能な幅間隔Ｓｃおよび長さ寸法Ｓａと断続間隔Ｓｂとを持って形成される
。
【００３０】
　本実施形態におけるアイキャッチラベル１０を装着する場合には、図３に示すように、
これらのスリットＳがいずれも広がるように変形して、伸縮部１２の横方向の長さ寸法が
拡大し、これにより環状のアイキャッチラベル１０における周方向の寸法が拡大する。そ
の結果、環状のアイキャッチラベル１０における周方向の寸法が被装着物の径寸法よりも
大きくなり、アイキャッチラベル１０における環状の内部に被装着物が縦方向１６に挿入
可能とする。そして、被装着物の装着位置で伸縮部１２における幅寸法の拡大変形を解除
して、被装着物に巻回状態となったアイキャッチラベル１０を被装着物の所定位置に係止
する。このとき、スリットＳが、伸縮部１２における幅寸法拡大時に比べるといずれも縮
むように変形して、伸縮部１２の幅寸法が縮小してアイキャッチラベル１０における環状
の内部寸法が縮径し、このアイキャッチラベル１０の伸縮部１２が被装着物の寸法に追従
して挿着が完了する。同時に、表示部１１に設けられた表示領域が被装着物の外形状にあ
る程度追従して視認可能な角度に装着される。これにより、被装着物の陳列時に、高い視
認性を奏することが可能となる。
【００３１】
　以下、本実施形態におけるアイキャッチラベル１０の製造方法を説明する。
　図４は、本実施形態におけるアイキャッチラベルの製造方法の一例を示す斜視図であり
、図５は、同アイキャッチラベルの製造方法の他の例を示す斜視図である。
【００３２】
　本実施形態においては、図４に示すように、表示部１１となる連続シート１１ａと伸縮
部１２となる多数のスリットＳが形成された連続シート１２ａとを貼り合わせた後、所定
の長さとなる縦方向１６寸法に切断することでアイキャッチラベル１０を製造する。
　具体的には、図４に示すように、一対のローラＲ１，Ｒ２を介して連続シート１１ａを
供給し、同時に、一対のローラＲ３，Ｒ４を介して図示しない前工程において長さ方向に
延在する多数の断続するスリットＳを平行に形成した連続シート１２ａを供給し、図示し
ない接着剤供給手段によって連続シート１１ａにおける幅方向両端位置１１ａ３および／
または連続シート１２ａにおける幅方向両端位置１２ａ３に接着剤を塗布して、一対のロ
ーラＲ３，Ｒ４を介して連続シート１１ａ、１２ａを貼り合わせて筒状の連続シート１０
ａを形成する。その後、図示しない切断手段により、筒状の連続シート１０ａを所定の長
さ方向寸法となるように切断して、図１～図３に示すアイキャッチラベル１０を製造する
。なお、図４において、各ローラあるいは、製造に必要な手段は、適宜表現するか、省略
してある。
【００３３】
　また、図４においては、二枚の連続シート１１ａ、１２ａを供給して貼り合わせたが、
本実施形態においては、図５に示すように、幅方向の略半分にスリットＳが形成された一
枚の連続シート１０ｃを幅方向に二つ折りにして幅方向片側のみを貼り合わせることもで
きる。
　具体的には、図５に示すように、一対のローラＲ７，Ｒ８を介して、図示しない前工程
において多数のスリットＳが長さ方向に平行に幅方向半分となる伸縮部側領域１２ｃに形
成した連続シート１０ｃを供給し、図示しない接着剤供給手段によって連続シート１０ｃ
における幅方向端位置１３ａ１および／または連続シート１０ｃにおける幅方向端位置１
３ａ２に接着剤を塗布し、図示しない折り返し手段によって幅方向中央位置の谷折り線１
３ｂ１から表示部側領域１１ｃを伸縮部側領域１２ｃに向かって折り返しながら一対のロ
ーラＲ５，Ｒ６を介して連続シート１０ｃの幅方向の端部１３ａ１と端部１３ａ２とを互
いに貼り合わせて筒状の連続シート１０ｂを形成する。その後、図示しない切断手段によ
り、所定の長さ方向寸法となるように筒状の連続シート１０ｂを切断して、図１～図３に
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示すアイキャッチラベル１０を製造する。なお、図５においても同様に、各ローラあるい
は、製造に必要な手段は、模式的に表現するか、省略してある。また、この製造方法にお
いて、谷折り線１３ｂ１付近の内側を側部１３ａ１側と同等の接着された形状とするため
にのり付けすることも可能である。
【００３４】
　本実施形態におけるアイキャッチラベル１０は、伸縮部１２において多数のスリットＳ
が変形することで、伸縮部１２の幅寸法が拡大するように変形することにより、被装着物
に対して容易に環状（筒状）となったアイキャッチラベル１０を貫通させて装着し、表示
領域のある表示部１１の視認性を高めることができる。このとき、図３に示すように、こ
れらのスリットＳがいずれも広がるように変形することで、被装着物の表面が、拡大した
スリットＳから見えるようになり、伸縮部１２に対して予め所定のパターンを印刷等によ
り設けることで、網目状の伸縮部１２と被装着物（容器）の表面とが同時に視認できるこ
との相乗効果として、従来、存在しなかった視認効果を得ることが可能となる。
【００３５】
　以下、図６～図１１は、本実施形態におけるアイキャッチラベル１０の装着例を示す図
である。
　容器Ｂは、例えば飲料等のＰＥＴボトルとされ、図６，図７に示すように、液体等を充
填する容器Ｂの本体となる胴部Ｂ１の上部に形成された首部Ｂ３にキャップＢ４を緊締し
たものである。この容器Ｂの容器本体の胴部Ｂ１は、断面が略円形とされており、胴部Ｂ
１の上部において、首部Ｂ３に向かって断面の径寸法が漸次小となる肩部Ｂ２が形成され
ている。
【００３６】
　本実施形態におけるアイキャッチラベル１０は、図６に示すように、高さ方向にほぼ等
しい径寸法とされる胴部Ｂ１に装着することができる。このとき、伸縮部１２はスリット
Ｓが縦方向１６の全長に亘ってほぼ同じような変形をし、伸縮部１２の縦方向１６におけ
る全長に亘ってほぼ等しい締付力で胴部Ｂ１を締め付けて、商品としての搬送時に外れな
い程度にしっかりと係止することができる。このとき、伸縮部１２の各スリットSが開い
てその断面（端部）が胴部Ｂ１の表面に当接し締め付ける際の摩擦を増して係止力を増大
することができる。同時に、表示部１１全体を陳列時に視認可能とすることができ、高い
視認効果を奏することができる。
【００３７】
　同様にして、本実施形態におけるアイキャッチラベル１０は、図７に示すように、高さ
方向に上から下に拡大する径寸法とされる肩部Ｂ２あるいは首部Ｂ３に装着することがで
きる。このとき、伸縮部１２の変化が、胴部Ｂ１側では、図６に示す状態と同じように変
形するとともに、同時に、首部Ｂ３側においてはスリットＳが縦方向１６下側位置に比べ
てあまり変化せず、伸縮部１２の縦方向１６に上から下に向かって増大する締付力で肩部
Ｂ２および胴部Ｂ１を締め付けて、径寸法の異なる肩部Ｂ２からずり落ちずに、商品とし
ての搬送時にも外れない程度にしっかりと係止することができる。同時に、表示部１１全
体をより購買者の目にとまりやすい肩部Ｂ２付近で視認可能とすることができ、より高い
視認効果を奏することができる。
【００３８】
　さらに、本実施形態のアイキャッチラベル１０は、図８に示すように、傘の柄Ｃ１のよ
うに径寸法はほぼ等しいが軸方向が湾曲しているものや、図９に示すように、歯ブラシＣ
２等軸方向には径寸法がほぼ一定であるものに装着し、表示部１１に陳列穴１１ｅを設け
た延長部１１ｄを形成してフックＦに掛けた状態で陳列することが可能である。
【００３９】
　また、本実施形態のアイキャッチラベル１０は、図１０，図１１に示すスプレー付きの
容器Ｄのように、ＰＥＴボトル等に比べて、高さ方向に径寸法変化が著しいものにも容易
に装着することが可能である。
　洗剤等を充填するスプレー付き容器Ｄは、その本体となる胴部Ｄ１の上部に形成された
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首部Ｄ３に、さらに複雑な外形に首部Ｄ３より拡径されたスプレー部Ｄ４がキャップのよ
うに緊締されてなるものである。このスプレー付き容器Ｄの容器本体の胴部Ｄ１は、断面
が円形ではない上に、胴部Ｄ１の上側において、首部Ｄ３に向かって断面の径寸法が不均
等に漸次小となる肩部Ｄ２が形成されている。
【００４０】
　同様にして、本実施形態におけるアイキャッチラベル１０は、図１０に示すように、高
さ方向に変化する径寸法となる胴部Ｄ１からスプレー部Ｄ４に亘って装着することができ
る。このとき、伸縮部１２の変化が、胴部Ｄ１側とスプレー部Ｄ４側ではほぼ等しい状態
にまで変形しているが、高さ方向中間に位置する首部Ｄ３および肩部Ｄ２においては、胴
部Ｄ１側とスプレー部Ｄ４側位置に比べて伸縮部１２があまり変形せず、伸縮部１２の縦
方向１６に中間位置から上下方向に向かって増大する締付力でスプレー部Ｄ４および胴部
Ｄ１を締め付けて、外形の複雑なスプレー付き容器Ｄにおいてもずり落ちたち外れたりせ
ずに、商品としての搬送時にも離脱しない程度にしっかりと係止することができる。同時
に、表示部１１全体をより購買者の目にとまりやすい肩部Ｄ２付近で視認可能とすること
ができ、より高い視認効果を奏することができる。
　さらに、アイキャッチラベル１０を、同様にして、図１１に示すように、肩部Ｄ２から
胴部Ｄ１に装着することもできる。
【００４１】
　本実施形態におけるアイキャッチラベル１０は、装着状態において、網目状の伸縮部１
２が容易に変形することにより、被装着物の搬送中などにおいて、アイキャッチラベル１
０が外れてしまうことを防止できる。しかも多少アイキャッチラベル１０が変形した場合
でも、伸縮部１２のスリットＳ幅が変化することでその変形を吸収し、アイキャッチラベ
ル１０の破損を防止することが可能となる。
　また、表示部１１における表示領域が容器Ｂの肩部Ｂ２やスプレー付き容器Ｄの形状に
追従していることで、搬送中に搬送用の箱体に充填した場合などにアイキャッチラベル１
０が必要とする容積、特に水平方向の容積を低減することができる。
【００４２】
　また、伸縮部１２がスリットＳの変形可能範囲で自由に変形できることにより、互いに
かなり異なる首部付近の形状を有する容器であっても、その形状の違いに追従してアイキ
ャッチラベル１０を適用することが可能となる。これにより、他種類の容器に対応して、
同じアイキャッチラベル１０を用いることができ、異なる抜き型を用意する必要がないた
め、コストの削減を図ることが可能となる。
【００４３】
　以下、本発明に係るアイキャッチラベルの第２実施形態を、図面に基づいて説明する。
　図１２は、本実施形態におけるアイキャッチラベル１０Ａを示す斜視図、図１３は、同
平面図であり、本実施形態において、上述した第１実施形態と異なるのは、上端部１４Ａ
に関する点であり、これ以外の上述した第１実施形態と対応する構成には同一の符号を付
してその説明を省略する。
【００４４】
　前述した第１実施形態においては伸縮部１２において、スリットＳがシート材の長さ方
向全長に亘って延在して連続した状態とされていたが、本実施形態においては、図１２，
図１３に示すように、伸縮部１２において、スリットＳが上端部１４Ａに設けられておら
ず、上端部１４Ａにおいてシート材１２とシート材１１とが接続されている。
【００４５】
　本実施形態の本実施形態におけるアイキャッチラベル１０Ａにおいては、また、伸縮部
１２のシート材が、変形に追従する塑性の高い材質とされている。
【００４６】
　伸縮部１２は、縦方向１６の上端部１４Ａと横方向１７の両サイドとなる両側部１３ａ
，１３ｂとの三方向端部位置において、表示部１１のシート材に接続されているため、伸
縮部１２を引張する方向に力が印加されたとき、図１２に示すように、開放端である下端
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部１５側が最も変形することになる。また、伸縮部１２のシート材が、変形に追従する塑
性の高い材質とされていることにより、開放端となる下端部１５側を拡径するように伸縮
１２を変形させて、この下端部１５を下にして自立したアイキャッチとして載置し、表示
部１１を掲示することが可能となる。
【００４７】
　さらに、本実施例においては、図１４に示すように開放端である下端部１５側の表示部
１１を縦方向１６に伸張させて、この延びた部分を折り返して蓋体１１ｆとし、本実施形
態におけるアイキャッチラベル１０Ａ内部に商品等を収納することもできる。
【００４８】
　本実施形態のアイキャッチラベル１０Ａにおいても、上述した第１実施形態と同等の効
果を奏することができる。
【００４９】
　さらに、本発明においては、図１５に示すように、第３実施形態に係るアイキャッチラ
ベル１０Ｂとして、伸縮部１２における縦方向１６位置でのスリットＳの本数が減少する
ように配置されていることができる。図１５に示した例では、上端部１４側が伸縮部１２
の全幅にスリットＳが形成され、下端部１５側でスリットＳが形成される幅寸法を削減し
て中央付近のみにスリットＳが形成されている。ここで、スリットＳの幅方向間隔Ｓｃは
縦方向１６の全長で変化させていない。これにより、伸縮部１２の上端部１４側では変形
自由度を維持し、かつ、下端部１５側では変形自由度を抑制できる。このため、この実施
形態においては、図６に示した容器Ｂに対して、全体のシート材１１の大きさが大きい場
合などであっても、第１実施形態のアイキャッチラベル１０と同様にキャップＢ４付近の
形状に追従してアイキャッチラベル１０Ｂを容易に装着することができる。本実施形態の
場合、上端部１４側を下側にして図６等の容器Ｂに装着することができる。
【００５０】
　なお、本発明においては、上記の各実施形態において、図６に示すように、伸縮部１２
における次のようなスリット配置を採用することができる。
　例えば、伸縮部１２においては、縦方向１６に上端部１４側から下端部１５側に向かっ
て断続的に設けられるスリットの長さが縮小するように設定することもできる。
【００５１】
　さらに、本発明においては、アイキャッチラベルとしてシート材の外形を矩形以外に、
楕円形、円形等とすることもできる。この場合、伸縮部１２の外形は上述した各実施形態
と同様のものとして、表示部の外形を伸縮部１２よりも大きくすることもでき、視認性を
向上することができる。あるいは、表示部１１の形状と伸縮部１２の形状とを同じ外形と
して、特殊な容器形状に追従可能にすることなどもできる。
【００５２】
　また本発明におけるアイキャッチラベルの実施形態においては、いずれも、スリットを
平行状態に形成したが、ほぼ並んだ状態であればこの状態に限られるものではなく、互い
に傾斜して設けられることも可能である。例えば、縦方向１６に上端部１４側から下端部
１５に向かってスリット間隔が狭窄していくものや、縦方向１６で上端部１４側と下端部
１５との間で、視認性を高めたい部分や容器に部分的な凸部の設けられた箇所など伸縮部
の変形を大きくしたい部分ではスリット間隔をさらに狭くすること、あるいは、このスリ
ット間隔の狭窄に従って、スリットの長さを長くするなどの変形例も可能である。
【００５３】
　なお、本発明における具体例について説明する。
　ここでは、図２に示すアイキャッチラベル１０および図６に示す容器Ｂにおける諸元を
示す。
スリット長さ寸法Ｓａ；１５ｍｍ又は７．５ｍｍ
スリット断続間隔Ｓｂ；３ｍｍ
スリット幅間隔Ｓｃ；１ｍｍ
伸縮部１２の幅寸法；５０ｍｍ
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伸縮部の縦方向寸法；８２ｍｍ
容器ＢのキャップＢ４径寸法；２８ｍｍ
容器Ｂの胴部Ｂ１径寸法；６０ｍｍ
【００５４】
　このようなアイキャッチラベル１０において、ＰＥＴボトルとされる飲料用の容器Ｂに
装着することで、高い視認性を呈することが確認できた。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
　本発明の活用例として、網状の伸縮部の下端部をラベル基材と密着させ袋状にして、表
示部の外側に粘着剤を施せば、収納部分を設けたラベルとしても使用できる。また、網状
の伸縮部が広がることにより、平板状のものだけでなく、やや厚みの有る付属品等も収納
することができる。
【符号の説明】
【００５６】
１０，１０Ａ，１０Ｂ…アイキャッチラベル
１１…表示部
１２…伸縮部
１３ａ，１３ｂ…両側部
１４，１４Ａ…上端部
１５…下端部
Ｓ…スリット
１６…縦方向
１７…横方向（幅方向）

【図１】

【図２】

【図３】
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【図１２】
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